
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年１１月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３長第５７号 

事故等種類 運航不能（絡索） 

発生日時 平成２５年７月７日（日） １０時４０分ごろ 

発生場所 佐賀県唐津市加唐
か か ら

島西方沖 

 加唐島灯台から真方位２４８°２,６００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°３６.５′ 東経１２９°５０.２′） 

事故等調査の経過  平成２５年７月８日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（長崎事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

モーターボート 龍
りゅう

洋
よう

丸、５トン未満（長さ１０.７４ｍ） 

 ２９０－３１５８８佐賀、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、加唐島西方沖

において、機関を前進にかけ、船尾から投入していたパラシュート型

シーアンカー（以下「本件シーアンカー」という。）を揚収していた

ところ、平成２５年７月７日１０時４０分ごろ、本件シーアンカーの

ロープが推進器に絡まり、航行不能となった。 

船長は、海上保安庁に救助を要請し、本船は、来援した巡視艇及び

付近を航行していたプレジャーボートにより、唐津市名護屋
な ご や

漁港へえ
．

い
．
航された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南南西、風速 約１０m/s 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 下げ潮の初期 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、加唐島西方沖で本件シーアンカーを揚収中、本件シーアン

カーのロープが推進器に絡まったことから、運航不能となったものと

考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が加唐島西方沖で本件シーアンカーを揚収

中、本件シーアンカーのロープが推進器に絡まったため、発生したも

のと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 



 

 ・シーアンカーを揚収する際は、機関を中立にするか、停止するこ

と。 

 ・シーアンカーは、船首から投入することが望ましい。  


